
◎
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業

費
国
庫
負
担
法
施
行
令

（
公
共
土
木
施
設
）

第
一
条

（
誤
）

八

港

湾

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条

第
五
項
に
規
定
す
る
水
域
施

設
、
外
郭
施
設
、
係
留
施
設
、

廃
棄
物
埋
立
護
岸
又
は
港
湾

の
利
用
及
び
管
理
上
重
要
な

臨
港
交
通
施
設

◎
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業

費
国
庫
負
担
法
施
行
令

（
公
共
土
木
施
設
）

第
一
条

（
正
）

八

港

湾

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条

第
五
項
に
規
定
す
る
水
域
施

設
、
外
郭
施
設
、
係
留
施
設
、

廃
棄
物
埋
立
護
岸
又
は
港
湾

の
利
用
及
び
管
理
上
重
要
な

臨
港
交
通
施
設
又
は
同
法
第

五
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
港
湾
広
域
防
災

施
設

掲
載
頁

現
行
（
旧
）

実
務
編

―
22
6―

３
．
地
方
整
備
局
別
年
災
別
直
轄
災
害
集
計
表
（
過
去
10
年
）

平
成
26
年
1
月
末
時
点

(単
位
：
件
、
百
万
円
)

同 名

年 災

北
海
道
開
発
局

東
北
整
備
局

関
東
整
備
局

北
陸
整
備
局

中
部
整
備
局

近
畿
整
備
局

中
国
整
備
局

四
国
整
備
局

九
州
整
備
局

沖
縄
総
合
事
務
局

合
計

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

16
11

6,
98
5
2

37
7

36
7

1
15
3
10

5,
54
6

31
13
,0
88

17
3

96
1

16
8

15
7,
39
4

19
7,
65
8

18
6

60
7
1

3,
20
2

7
3,
80
9

19
2

10
9,
26
9
2

63
,3
00

1
10
9,
32
9

5
28
1,
89
8

20
2

23
2,
15
9

3
1,
17
6,
57
6

5
1,
40
8,
73
5

21
3

76
,3
86

3
76
,3
86

22
1

14
3,
54
4

1
14
3,
54
4

23
1

44
,7
71

3
93
0,
54
5

4
97
5,
31
6

24
1

30
,4
85

1
9,
80
6

1
12
0,
32
7

3
16
0,
61
8

25
2

22
4,
24
9

2
22
4,
24
9

計
25

74
7,
29
8
9

76
,4
41

1
44
,7
71

12
1,
29
7,
43
8
0

0
0

0
0

0
5
1,
04
0,
02
7
28

89
,3
26

0
0
80

3,
29
5,
30
1

※
事
業
費
は
当
初
査
定
決
定
事
業
費
。

※
23
年
災
の
東
日
本
大
震
災
分
を
除
く
。

改
定
（
新
）

３
．
地
方
整
備
局
別
年
災
別
直
轄
災
害
集
計
表
（
過
去
10
年
）

平
成
26
年
1
月
末
時
点

(単
位
：
件
、
百
万
円
)

同 名

年 災

北
海
道
開
発
局

東
北
整
備
局

関
東
整
備
局

北
陸
整
備
局

中
部
整
備
局

近
畿
整
備
局

中
国
整
備
局

四
国
整
備
局

九
州
整
備
局

沖
縄
総
合
事
務
局

合
計

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

件 数
事
業
費

16
11

6,
98
5
2

37
7

36
7

1
15
3
10

5,
54
6

31
13
,0
88

17
3

96
1

16
8

15
7,
39
4

19
7,
65
8

18
6

60
7
1

3,
20
2

7
3,
80
9

19
2

10
9
2

63
1

10
9

5
28
1

20
2

23
2

3
1,
17
7

5
1,
40
9

21
3

76
3

76

22
1

14
4

1
14
4

23
1

45
3

93
1

4
97
6

24
1

30
1

10
1

12
0

3
16
0

25
2

22
4

1
91
7

3
1,
14
1

計
25

8,
33
1
9

3,
40
8
2

96
2
12

1,
83
2
0

0
0

0
0

0
5

1,
19
3
28

13
,0
16

0
0
81

28
,7
42

※
事
業
費
は
当
初
査
定
決
定
事
業
費
。

※
23
年
災
の
東
日
本
大
震
災
分
を
除
く
。

掲載頁 現 行（旧）

災
害
関
係
法
令
例
規
集

五
、
六

正

誤

表
改 定（新）

― 1 ― ― 4 ―
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� 災害復旧事業設計者の鑑は，前�から�によるほか「摘要」欄に「外
関連○○千円」と記入する。（記入例 6参照）

� 全体設計書は，枠の間に横書で「全体」と記入し，「決定」欄には「決

定額」を記入する（記入例 7参照）

� 災害関連港湾環境整備災害復旧事業を採択した場合は前�から�による
ほか「摘要」欄に「内工事費○○千円」と記入する。（記入例 8参照）

� 設計書の枠外に記入する場合で指定された箇所に空白がないときは，そ

の附近に適宜記入する。

	 再調査の場合は次による。

� 未着手工事のみの場合は，前�から�によるほか，「決定」欄を「○
○年再調査額」に改め，再調査額を記入する。（記入例 9参照）

� 分割施工の場合は前�から�によるほか，記入例 10 によるものとする。

 合併施工の場合は前�から�によるほか，記入例 11 によるものとする。

� 災害復旧事業設計書の鑑は，前�から�によるほか「摘要」欄に「外
関連○○千円」と記入する。（記入例 6参照）

� 全体設計書は，枠の間に横書で「全体」と記入し，「決定欄には「決

定額」を記入する（記入例 7参照）

� 災害関連港湾環境整備施設災害復旧事業を採択した場合は前�から�に
よるほか「摘要」欄に「内工事費○○千円」と記入する。（記入例 8参照）

� 設計書の枠外に記入する場合で指定された箇所に空白がないときは，そ

の附近に適宜記入する。

	 再調査の場合は次による。

� 未着手工事のみの場合は，前�から�によるほか，「決定」欄を「○
○年再調査額」に改め，再調査額を記入する。（記入例 9参照）

� 分割施工の場合は前�から�によるほか，記入例 10 によるものとする。

 合併施工の場合は前�から�によるほか，記入例 11 によるものとする。

○
「
災
害
関
連
港
湾
環
境
整
備
施
設
災
害
復
旧

事
業
実
施
要
領
の
運
用
」
に
つ
い
て

平
成
七
年
二
月
二
十
八
日

���
港

海

第

一

二

三

号
����

港
湾
局
海
岸
・
防
災
課
長

改
正

平
成

八
年

四
月

一
日
港
海
第

四
三
一
号

平
成

八
年
一
〇
月
十
五
日
同

第
一
〇
二
四
号

平
成
一
〇
年
一
二
月
二
一
日
同

第

四
五
四
号

同

一
二
年

三
月
二
七
日
同

第

一
〇
一
号

同

一
三
年

一
月

五
日
同

第
一
〇
四
二
号

同

一
三
年

三
月
三
〇
日
国
港
海
第
三
〇
三
号

災
害
関
連
港
湾
環
境
整
備
施
設
災
害
復
旧
事
業
実
施
要
領
（
平
成
七
年
二
月

二
十
八
日
付
け
港
海
第
一
二
三
号
以
下
「
実
施
要
領
」
と
い
う
。）は
、
下
記
事

項
に
留
意
の
う
え
適
用
さ
れ
た
い
。

記

第
一

実
施
要
領
で
対
象
と
す
る
「
港
湾
環
境
整
備
施
設
の
範
囲
」
に
つ
い
て

実
施
要
領
第
二
―
2
の
「
別
に
定
め
る
も
の
」
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

�
海
浜
、
突
堤
、
離
岸
堤
等
の
施
設

�
緑
地

A

基
本
施
設
と
し
て
の
花
だ
ん
、
門
、
水
道
（
散
水
施
設
を
含
む
。）、

ベ
ン
チ
、
野
外
卓
、
日
陰
た
な
、
水
飲
場
、
照
明
等
。

B

利
用
施
設
と
し
て
の
庭
球
場
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
場
、
野
球
場
等
の

運
動
施
設
（
更
衣
室

シ
ャ
ワ
ー
ル
ー
ム
を
含
む
）
及
び
遊
具
施
設
。

C

附
属
施
設
と
し
て
の
遊
歩
道
、
石
組
、
時
計
台
、
池
、
噴
水
、
展

望
台
、
護
岸
、
擁
壁
、
暗
渠
、
放
送
施
設
等
。

D

防
災
施
設
と
し
て
の
耐
震
性
貯
水
槽
、
備
蓄
倉
庫
。

○
「
災
害
関
連
港
湾
環
境
整
備
施
設
災
害
復
旧

事
業
実
施
要
領
の
運
用
」
に
つ
い
て

平
成
七
年
二
月
二
十
八
日

���
港

海

第

一

二

三

号
����

港
湾
局
海
岸
・
防
災
課
長

改
正

平
成

八
年

四
月

一
日
港
海
第

四
三
一
号

平
成

八
年
一
〇
月
十
五
日
同

第
一
〇
二
四
号

平
成
一
〇
年
一
二
月
二
一
日
同

第

四
五
四
号

同

一
二
年

三
月
二
七
日
同

第

一
〇
一
号

同

一
三
年

一
月

五
日
同

第
一
〇
四
二
号

同

一
三
年

三
月
三
〇
日
国
港
海
第
三
〇
三
号

同

二
三
年

九
月

一
日
同

第

七
九
号

災
害
関
連
港
湾
環
境
整
備
施
設
災
害
復
旧
事
業
実
施
要
領
（
平
成
七
年
二
月

二
十
八
日
付
け
港
海
第
一
二
三
号
以
下
「
実
施
要
領
」
と
い
う
。）は
、
下
記
事

項
に
留
意
の
う
え
適
用
さ
れ
た
い
。

記

第
一

実
施
要
領
で
対
象
と
す
る
「
港
湾
環
境
整
備
施
設
の
範
囲
」
に
つ
い
て

実
施
要
領
第
二
―
2
の
「
別
に
定
め
る
も
の
」
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

�
海
浜
、
突
堤
、
離
岸
堤
等
の
施
設

�
緑
地

A

基
本
施
設
と
し
て
の
花
だ
ん
、
門
、
水
道
（
散
水
施
設
を
含
む
。）、ベ
ン

チ
、
野
外
卓
、
日
陰
た
な
、
水
飲
場
、
照
明
等
。

B

附
属
施
設
と
し
て
の
遊
歩
道
、
石
組
、
時
計
台
、
池
、
噴
水
、
展
望
台
、

護
岸
、
擁
壁
、
暗
渠
、
放
送
施
設
等
。

C

防
災
施
設
と
し
て
の
耐
震
性
貯
水
槽
、
備
蓄
倉
庫
。

掲載頁 現 行（旧）掲載頁 現 行（旧）

実務編
―120―

災
害
関
係
法
令
例
規
集

一
一
二

改 定（新）改 定（新）

― 3 ― ― 2 ―
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